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平成２３年                 
        飯塚市議会会議録第１号    
第 ４ 回                 

 

 平成２３年９月８日（木曜日） 午前１０時００分開議 

 

○議事日程 

 

日程第１日     ９月８日（木曜日） 

 

第１ 開  会 

第２ 会期の決定 

第３ 行政報告 

第４ 総務委員長報告（質疑、討論、採決） 

  １ コミュニティバスの運営について 

第５ 厚生委員長報告（質疑、討論、採決） 

  １ 市立病院の運営について 

  ２ 高齢者福祉対策について 

  ３ 子育て環境について 

第６ 市民文教委員長報告（質疑、討論、採決） 

  １ 学校施設等の再編について 

第７ 経済建設委員長報告（質疑、討論、採決） 

  １ 請願第１号 明星寺地区採石場周辺市道における大型車両(車幅 2.5ｍ以上)の通行 

禁止を求める請願 

２ オートレースの運営について 

  ３ 産業振興について 

  ４ 建設行政について 

第８ 議案の提案理由説明 

  １  議案第６４号 平成２３年度飯塚市一般会計補正予算(第４号) 

  ２ 議案第６５号 平成２３年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

３  議案第６６号 平成２３年度飯塚市下水道事業会計補正予算（第３号） 

４ 議案第６７号 飯塚市子育て支援センター条例 

５  議案第６８号 飯塚市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正 

する条例 

６  議案第６９号 契約の締結((仮称)飯塚市立頴田小中学校建設(１工区)工事) 

７ 議案第７０号 契約の締結((仮称)飯塚市立頴田小中学校建設(２工区)工事) 

８ 議案第７１号 契約の締結((仮称)飯塚市立頴田小中学校建設(３工区)工事) 

９ 議案第７２号 財産の譲渡(天道自治公民館敷地) 

10 議案第７３号 土地の処分(平恒地区工場適地) 

11 議案第７４号 土地の処分(飯塚リサーチパーク) 

12 議案第７５号 訴えの提起(片島民有地の時効取得による所有権確認) 

13 議案第７６号 指定管理者の指定（飯塚市文化会館） 

14 議案第７７号 指定管理者の指定（飯塚市市民交流プラザ） 

15 議案第７８号 指定管理者の指定（飯塚市穂波福祉総合センター） 

16 議案第７９号 市道路線の廃止 

17 議案第８０号 市道路線の認定 

18 議案第８１号 専決処分の承認（平成２３年度飯塚市下水道事業会計補正予算（第 
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２号）） 

19  認定第 １号 平成２２年度 飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定 

20  認定第 ２号 平成２２年度 飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 

21 認定第 ３号 平成２２年度 飯塚市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定 

22  認定第 ４号 平成２２年度 飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 

23 認定第 ５号 平成２２年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

24  認定第 ６号 平成２２年度 飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の 

認定 

25  認定第 ７号 平成２２年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の 

認定 

26  認定第 ８号 平成２２年度 飯塚市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認 

         定 

27  認定第 ９号 平成２２年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認 

         定 

28  認定第１０号 平成２２年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認 

         定 

29  認定第１１号 平成２２年度 飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定 

30  認定第１２号 平成２２年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の認 

         定 

31  認定第１３号 平成２２年度 飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定 

32  認定第１４号 平成２２年度 飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定 

33 認定第１５号 平成２２年度 飯塚市水道事業会計決算の認定 

34 認定第１６号 平成２２年度 飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定 

35 認定第１７号 平成２２年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定 

36  認定第１８号 平成２２年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定 

 

○会議に付した事件 

 

 議事日程のとおり 

 

○議長（兼本鉄夫） 

 これより、平成２３年第４回飯塚市議会定例会を開会いたします。 

会期決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月３０日までの２３日間といたしたい

と思います。これに、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月３０日までの２３日間

とすることに決定いたしました。 

行政報告に入ります。市長。 

○市長（齊藤守史） 

本日、平成２３年第４回市議会定例会を招集するに当たり、６月以降、本日までの事務事

業の大要を報告し、審議の参考に供したいと存じます。 

まず企画調整部について報告いたします。７月１５日に中心市街地を「健康を実感する

場」として再生していくための取り組みの一環として、健康まちづくり政策を自治体間の連

携によって推進していこうとする首長の研究会、「スマート・ウェルネス・シティ首長研究

会」に加入いたしました。現在１７市で組織されたこの研究会の先進事例を参考にしながら、

活性化事業に活かしてまいります。７月２５日に飯塚本町東地区整備に係る勉強会を開催い
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たしました。今後、土地区画整理事業の基礎調査の進捗に合わせて権利者や関係者と面談し、

１２月までに基本合意を図ってまいります。また、当該地の商業ゾーン整備に係る研究会を

関係者で設置いたしましたので、今年度中の土地活用方策の合意を目指し、協議してまいり

ます。７月２６日に飯塚商工会議所と飯塚都市開発株式会社が共同で設置する「飯塚市中心

市街地活性化協議会」の発会式と第１回会議が行われ、「中心市街地活性化基本計画（協議

案）」を提出いたしました。今後、同協議会の下部組織である幹事会で調査研究を行い、

１２月に基本計画への意見を取りまとめていただくこととしております。８月２９日に内閣

府において、中心市街地活性化基本計画申請に関して正式に事前相談を行いました。今後、

国の指導を受けながら平成２４年１月の内閣総理大臣認定申請に向けて、取り組んでまいり

ます。 

次に総務部について報告いたします。庁舎問題につきましては、７月１５日に総務課内に

「庁舎問題対策室」を設置し、８月２９日には、「第１回飯塚市庁舎問題検討委員会」を開

催し、正副委員長の選任と今後のスケジュール等について協議が行われております。飯塚市

政治倫理条例に基づき、報告義務者３２名から提出された資産報告書につきまして、政治倫

理審査会が６月１５日から５回にわたり開催され、８月１０日に意見書が提出されました。 

防災関係につきましては、７月２２日に社会福祉法人 正松会ほか市内２５施設と「災害発

生時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結し、災害時要援護者等が避難を要

する時、施設への受入れを可能とし、日常生活に支障なく避難生活を送ることが出来るよう

にいたしました。また、８月２４日には国土交通省九州地方整備局と「飯塚市における大規

模な災害時の応援に関する協定」を締結し、災害時における技術的支援、及び大型機械設備

等の応援協力を要請出来るようにいたしました。９月４日には防災・水防等に対する意識向

上と普及啓発を目的として、遠賀川河川事務所・消防署・自衛隊・警察署・消防団・社会福

祉協議会、その他関係機関の協力で市民協働による、「第３回いいづか防災フェア」を実施

し、小雨にもかかわらず多くの方が来場されました。消防につきましては、８月２８日に飯

塚市消防団が「平成２３年度飯塚市・嘉麻市・桂川町総合防災訓練」に参加し、地震に対応

した警防技術の向上と防災関係機関との連絡協調体制の確立を図りました。 

次に財務部について報告いたします。行財政改革につきましては、今年度は行政評価制度

の本格導入に取り組むこととしており、６月から７月にかけ「事務事業評価シート」を作成

し、一次評価を終え、７月下旬から８月にかけて二次評価を行いました。今後は、１０月中

旬に事務事業の仕分けを行う予定としております。 

次に経済部について報告いたします。７月１日から１５日まで、夏の市民祭として親しま

れている「飯塚山笠」が開催されました。今年から新たに「二瀬流」が加わり、フィナーレ

を飾る１５日の「追い山」では、５つの山笠が優勝を競い、多くの人出で賑わいました。 

８月２日に飯塚納涼花火大会、８月２０日には穂波納涼花火大会が開催され、市内外から大

変多くの方々が訪れ、賑わいました。 

次に市民環境部について報告いたします。地球温暖化対策の一環として、８月５日に「打

ち水大作戦２０１１ ｉｎ いいづか」を飯塚市役所本庁舎前で開催いたしました。８月９日

には筑穂支所でも打ち水を実施し、１００名以上の市民の方々や職員に、環境啓発のひとつ

である打ち水を体験していただきました。また、今回の東日本大震災に伴い節電の必要性が

高まっていることから、更なる省エネ・節電対策の強化策として、消灯の徹底などの取り組

みに加え、８月、９月の２カ月間、新たに「省エネ・ノー残業デー」を毎週金曜日に設定い

たしました。室温２８度の徹底につきましては、各課・各施設に温度計を配付し、担当者に

よる記録・確認を行っております。 

次に保健福祉部について報告いたします。「第２５回ふれあいサマースクーリング」を、

７月２６日から２９日までの４日間、「サン・アビリティーズいいづか」において参加者
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２７名、ボランティア６２名の参加により実施いたしました。この事業は、小学生から高校

生までの心身障がい児を対象に、ボランティアとの交流を通じて、心身障がい児の福祉の増

進とボランティアの育成を目的として実施いたしております。心身障がい児・障がい者とそ

の家族を対象に、集団生活の喜び、社会参加の促進を目的とする「療育キャンプ」事業を、

大分県内において８月２１日から１泊２日の日程で、参加者５８名、スタッフ１９名の参加

により実施いたしました。 

次に都市建設部について報告いたします。「飯塚市防災（浸水）対策基本計画」にのっと

り、３事業の測量・調査・設計委託業務を発注しております。今後とも計画的に発注を行い、

事業の実施に向け取り組んでまいります。昨年４月に策定いたしました「飯塚市都市計画マ

スタープラン」における土地利用の基本方針に基づき、都市としての一体性の確保と、健全

で合理的な土地利用の推進や効率的な都市基盤整備を進めていくため、８月３１日に新たに

筑穂地域の平野部１，５７２ヘクタールを都市計画区域に指定し、頴田、鯰田、鎮西、二瀬、

筑穂地域の主要な既成市街地に用途地域を指定いたしました。 

次に教育委員会について報告いたします。８月２１日にサンシャインかいたにおいて、

「第３回飯塚市小中一貫教育フォーラム」を開催いたしました。当日は、飯塚市が進める小

中一貫教育についての説明や、小中一貫教育推進に関する講演等を行いました。当フォーラ

ムは、飯塚市がめざす教育を地域や保護者の方々に発信していく場として、来年２月にも開

催する予定といたしております。「第３２回飯塚市少年の船」は、団員・指導者・シニア等、

総勢１１８名で７月２８日から８月１日までの４泊５日の日程で沖縄県を訪問いたしました。

うるま市では、地元の子どもたちとの交歓会、摩文仁の丘や平和祈念資料館では、戦争の悲

惨さと平和の尊さを学び、帰路のフェリーでは船上追悼式をおこなうなど、本研修を通じて

次の世代を担うリーダーの育成に努めました。「中学生海外研修」は、今年度から研修地を

オーストラリアから台湾に変更し、研修生３１名・随行員５名、総勢３６名で８月２３日か

ら２７日までの５日間の日程で、台湾、台北市を訪問いたしました。台湾ではホームステイ、

見聞体験、学校交流を通して異文化に接することにより、外国の生活、習慣、文化、考え方

の違い等を実際に体験するなど、所期の目的を果たし帰国いたしております。 

次に上下水道事業について報告いたします。６月の水道週間行事の一環として、片島小学

校ほか４校の４年生、若菜小学校の６年生を対象に、社会科の授業で水道・下水道について

学習することに合わせて、上下水道部職員が各小学校に出向き、未来を担う子ども達へ豊か

な水環境を守るため、水の大切さや環境に与える影響等についての「出前授業」を行いまし

た。上水道事業につきましては、拡張事業として「平恒配水池築造工事」ほか１件、老朽管

対策として「横田～枝国配水管布設替（１工区）工事」ほか４件を７月上旬までに発注し、

順次着工しております。下水道事業につきましては、面整備として、「伊岐須地区汚水管渠

布設（２工区）工事」ほか１件を８月上旬に発注し、順次着工しております。 

以上が６月市議会定例会以降、本日までの事務事業の大要であります。 

本定例会に、提案申し上げます案件は、平成２３年度補正予算議案３件、条例議案２件、

専決処分の承認議案１件、その他の議案１２件、認定１８件、報告３件であります。 

それぞれの議案は上程されました都度、担当者に説明させますので、よろしくご審議の上、

ご議決いただきますようお願い申し上げます。 

最後に、昨日発生しました「発砲事件等」に関して報告いたします。 

昨日の９月７日朝、太郎丸にある建設会社車庫シャッターに銃の弾痕が発見され、警察は発

砲事件として捜査を開始しております。また、同じ昨日の朝、約３キロ離れた忠隈において

は、建設会社の現場事務所に火炎瓶とみられるものが投げ込まれ、ボヤが発生しております。

さらには、同じ日の朝に隣の直方市でも建設会社社長の車に対する発砲事件も発生しており

ます。今回の一連の事件についての関連性はいまのところ不明ですが、暴力団による犯行の
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可能性が極めて高いと考えられ、県警による捜査が進むものと考えております。本市におき

ましては、本年２月に発生しました拳銃発砲事件を受け、行政、市民が一体となって暴力を

追放し安全・安心のまちづくりを強力に進めているさなかの事件発生であり、強い憤りを感

じているところです。この事件を受けまして、小中学校におきましては、昨日の下校時から

今朝の登校時にかけて、集団登下校、教職員による巡回を行い、今朝、副市長、総務課長が

飯塚警察署長を訪問し、周辺地区の厳重警備、早期解決の要望を行うとともに、今後の対応

を協議したところであります。 

今後はさらに、警察、市民、近隣自治体を含む行政が一丸となって、さらなる暴力追放の

運動を進めていかなければならないと決意を新たにするところでございます。 

以上で行政報告を終わります。 

○議長（兼本鉄夫） 

総務委員会に付託していました「コミュニティバスの運営について」を議題といたします。 

総務委員長の報告を求めます。１６番 上野伸五議員。 

○１６番（上野伸五） 

総務委員会に付託を受けていました「コミュニティバスの運営について」、審査した結果

を報告いたします。本件については、執行部から「平成２４年度コミュニティバス運行計画

の検討状況について」補足説明を受け、種々審査いたしました。 

 その質疑応答の主なものとして、デマンド交通の運行管理システムはＮＴＴ開発機種と東

京大学開発機種の２機種から選定するのかということについては、運行管理システムについ

てはこの２機種からの選定を考えているという答弁であります。 

次に、デマンド交通についての自治会等への説明会の開催など、今後のスケジュールはど

のようになっているのかということについては、現行のコミュニティバスと同様の定時定路

線型の幹線バスにおける運行ルートの決定が必要であり、デマンド交通においては運行区域

等の設定においてバス・タクシー事業者との協議等も必要となることから、１０月をめどに

調整を図りたいと考えている。また、市民や自治会向けの説明会についても同様の時期にな

ると考えており、デマンド交通の予約方法、運賃、バス停の設置方式等の運行内容について

は、年内をめどに飯塚市地域公共交通協議会において決定していきたいという答弁でありま

す。 

 以上のような審査ののち、本件はさらに掘り下げた審査をすべきであるということで、継

続審査とすることに決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（兼本鉄夫） 

総務委員長の報告に対して質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「コミュニティバスの運営について」の委員長報告は、継続審査であり

ます。委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり継続審査とすることに決定

いたしました。 

厚生委員会に付託していました「市立病院の運営について」、「高齢者福祉対策につい

て」及び「子育て環境について」、以上３件を一括議題といたします。 
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厚生委員長の報告を求めます。１３番 田中裕二議員。 

○１３番（田中裕二） 

 厚生委員会に付託を受けていました調査事件３件について、審査した結果を報告いたし

ます。 

「市立病院の運営について」は、執行部から資料の提出並びに「市立病院の現状につい

て」の補足説明を受け、種々審査いたしました。 

その審査における質疑応答の主なものとして、市立病院の建て替えの資金計画はどのよう

になっているのかということについては、４分の１を合併特例債、４分の３を病院事業債を

利用しての建て替えを予定している。交付税措置分を除く費用は地域医療 振興協会が全額

負担することになるため、市単独の負担はないとの答弁であります。 

次に、設計業者選定のためのプロポーザルには、具体的な費用も含まれていたのかという

ことについては、今回のプロポーザルでは上限を３０億円として技術提案がなされており、

細部にわたっての設計や積算はされておらず、具体的な事業費の提案はなされていないとの

答弁であります。 

次に、今回の建て替えに伴うその他の費用や今後予想される費用にはどのようなものがあ

るのかということについては、その他の費用としてはレントゲンやＣＴなどの医療機器の購

入費用が３億円から５億円程度考えられる。今後については、今回の建て替えには含まれて

いない東病棟が建築後３０年近く経過しており２０年後には建て替え等の必要性がでてくる

と考えられるとの答弁であります。 

次に、建て替えにかかる費用の全額を合併特例債と病院事業債で対応するとのことだが、

地域医療振興協会とどのような協議をしたのかということについては、医師の確保等により

事業収益の黒字化を目指しているが、今の経営状況を考え、有利な交付税措置のある起債を

活用することで、今後も経営安定を図っていくこととしているとの答弁であります。 

次に、脳神経外科とリハビリテーション科の常勤医師が依然として確保されていないのに、

リハビリテーション科の外来の実績が多いのはどういうことかということについては、リハ

ビリテーション科の非常勤医師と整形外科の常勤医師でリハビリ関係のメニューを組んで対

応しているためであるとの答弁であります。 

この答弁を受けて、市立病院はリハビリテーションの施設が充実しており、常勤医師が確

保されれば、大きな特徴となり来院者数の増にもつながることから、地域医療振興協会と協

議し、医師の確保を早急にしていただくよう努力してほしいとの要望が出されました。 

以上のような審査ののち、本件はさらに掘り下げた審査をすべきであるということで、継

続審査とすることに決定いたしました。 

次に、「高齢者福祉対策について」審査した結果、本件はさらに掘り下げた審査をすべき

であるということで、継続審査とすることに決定いたしました。 

次に、「子育て環境について」審査した結果、本件はさらに掘り下げた審査をすべきであると

いうことで、継続審査とすることに決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（兼本鉄夫） 

厚生委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「市立病院の運営について」、「高齢者福祉対策について」及び「子育
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て環境について」、以上３件の委員長報告は、いずれも継続審査であります。委員長報告の

とおり決することに、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本件３件は、いずれも委員長報告のとおり継続審査とす

ることに決定いたしました。 

市民文教委員会に付託していました「学校施設等の再編について」を議題といたします。 

市民文教委員長の報告を求めます。２８番 坂平末雄議員。 

○２８番（坂平末雄） 

市民文教委員会に付託を受けていました「学校施設等の再編について」、審査した結果を

報告いたします。 

本件については、執行部から「飯塚市小中一貫校建設基本構想中間報告書について」補足

説明を受け、種々審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、中間報告書には学校移転後の跡地利活用についての具体

的な記載がないが、今後どのように検討するのかということについては、教育委員会内部で

の検討はおこなっているが、現在は建設候補地を選定している段階であるため、今後、時期

を見て、地域住民と協議の場を設け、意見を聞きながら検討していくという答弁であります。 

次に、跡地の問題については教育委員会以外の部局が担当するのかということについては、

財産の処分権等は市長部局にあり、教育委員会にその権限はないが、市長部局との連絡調整

を密に行いながら、かかわっていきたいという答弁であります。 

この答弁を受けて、学校は地域にとって大きなコミュニティの場であり、学校が無くなる

ことによる地域振興への影響等も十分に検討しながら進めてほしいという要望が出されまし

た。 

次に、頴田小中一貫校の天井の高さは３メートルで設計されているが、天井の高さを下げ

ることで省エネ、子どもの手元の明るさの確保、建設費の削減等の効果があるが、十分に検

討したのかということについては、コンサルとの協議の中で、自然換気や通風、採光等を考

慮し、３メートルに決定しているが、今後、実施設計を予定している３校については、調

査・研究した中で取り組んでいきたいという答弁であります。 

以上のような審査ののち、本件はさらに掘り下げた審査をすべきであるということで、継

続審査とすることに決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（兼本鉄夫） 

市民文教委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「学校施設等の再編について」の委員長報告は、継続審査であります。

委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり継続審査とすることに決定

いたしました。 

経済建設委員会に付託していました「請願第１号」、「オートレースの運営について」、

「産業振興について」及び「建設行政について」、以上４件を一括議題といたします。 

経済建設委員長の報告を求めます。５番 平山 悟議員。 



８ 

○５番（平山 悟） 

経済建設委員会に付託を受けていました請願１件及び調査事件３件について、審査した結

果を報告いたします。 

「請願第１号 明星寺地区採石場周辺市道における大型車両（車幅２.５ｍ以上）の通行

禁止を求める請願」については、机上調査及び現地調査を行い、種々審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、本請願における市道は通学路として指定されているのか、

またこの地区から通学している児童・生徒はいないのかということについては、潤野小学校

においては通学路として指定されていないが、鎮西中学校においては通学路として指定され

ている。またこの地区からは現在小学生１名及び中学生１４名が通学しているという答弁で

あります。 

次に、路側帯の代わりに歩道やガードレールを設置することは可能かということについて

は、それらを設置すれば車道を狭めなければならず、現状の幅員において設置することは困

難であるという答弁であります。 

この答弁を受けて、住民の安全を守るための様々な方策があると考えるので、早急に検討

した上で提示すべきであるという意見が出されました。 

次に、本市道において大型車両の通行制限を設ける場合の具体的な流れはどうなるのかと

いうことについては、道路管理者である市が飯塚警察署へ通行制限の申請を行い、県の公安

委員会が申請者との協議を経て許可したのち、警察が通行制限を行うことになるが、市とし

ては地元住民及び採石業者等からの同意が必要と考えている。なお、通行制限が設けられた

場合においても、通行許可の申請を行い公安委員会からの許可を得れば、通行は可能となる

という答弁であります。 

また、審査の過程において、委員の中から、当該採石業者及び産業廃棄物処理業者は違法

な行為を繰り返してきた経緯があり、地元住民の不安は大きいため、違反行為や事故の防止

のために市としてもこれらの業者の監視をさらに強めていくべきであるという意見が出され

ました。 

以上のような審査ののち、採決を行った結果、本件については全会一致で、採択すべきも

のと決定いたしました。 

次に、「オートレースの運営について」は、執行部から「売上額および入場者の状況等に

ついて」および「専用場外発売所に関する行政協定の締結について」の補足説明を受け、

種々審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、飯塚オートレース場内に大型スクリーンを２台設置して

いるにもかかわらず、本場開催と場外発売が同時に行われている際、大型スクリーンで放映

されるのは本場開催のレースのみであるが、場外のレースについても、もう一方の大型スク

リーンを活用して放映することはできないのかということについては、導入しているシステ

ムの改修が必要であり費用もかかることから、すぐに対応できるものではないが、併売時の

売上の状況や客の要望を参考にして検討したいという答弁であります。 

また、審査の過程において、委員の中から、食堂のいすの老朽化の問題およびメニューの

内容についても、客の要望にあわせ、快適に過ごせるよう改善してほしいという意見が出さ

れました。 

以上のような審査ののち、本件はさらに掘り下げた審査をすべきであるということで、継

続審査とすることに決定いたしました。 

次に、「産業振興について」は、「商店街の空き店舗対策について」、「農商工の連携に

ついて」、および「卸売市場の民営化について」、種々審査した結果、本件はさらに掘り下

げた審査をすべきであるということで、継続審査とすることに決定いたしました。 

次に、「建設行政について」は、執行部から「相田公営住宅建設基本設計の概要につい
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て」、補足説明を受け、種々審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、公営住宅建設の財源はどうなっているのかということに

ついては、全体の４５％については国からの補助であり、残りの５５％は起債であるという

答弁であります。 

次に、相田公営住宅建設基本設計における着工および竣工の時期はいつを予定しているの

かということについては、平成２６年度から着工し、平成３１年度に竣工するものと考えて

いるという答弁であります。 

次に、公営住宅法における整備基準については、「公営住宅の整備は国土交通省令で定め

る基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い行わなければならない」とされて

おり、今後は事業主体が独自にその基準を定めることができるようになるが、現在本市にお

いてはその整備基準に関する条例を定めていない。条例により新しい整備基準が定められれ

ば、その基本設計にも変更が出てくる可能性があると考えるが、この点についてはどう考え

ているのかということについては、現在条例の制定に関しては具体化しておらず、ストック

計画の見直しを含めた中で検討したいという答弁であります。 

この答弁を受けて、条例の制定を急がなければならないので、早急にまとめて委員会なり

に提案し諮っていくと同時に、本市独自の整備基準の考え方に基づき、本設計についても検

討すべきではないかという意見が出されました。 

以上のような審査ののち、本件はさらに掘り下げた審査をすべきであるということで、継

続審査とすることに決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（兼本鉄夫） 

経済建設委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。４番 宮嶋つや子議員。 

○４番（宮嶋つや子） 

 私は、ただいまの経済建設委員長報告にありました「請願第１号 明星寺地区採石場周辺

市道における大型車両（車幅２.５ｍ以上）の通行禁止を求める請願」を採択することに、

賛成の立場から討論を行ないます。 

 この請願が６月定例会で採択されず、継続審査となってから今日まで２カ月経ちました。

経済建設委員会は７月１１日に現地調査を行い、８月２５日に全員一致で採択をしました。 

 この間、夏休みで元気に走る子ども達の姿が増えたなかを、大型ダンプが明星寺北谷の土

砂取り場から潤野小学校付近の狭い交差点を通って採石場まで土砂を満載してひんぱんに走

るなど、子ども達がヒヤッとする場面が続きました。経済建設委員会が８月２５日に請願を

採択したすぐあと、明星寺団地自治会２２組前の市道で、自転車に乗った高齢者が大型車両

に当てられる事故が発生しました。このように、車両制限令違反との指摘に対して市が、

「すれ違いができるから問題はない」というような見解を示し、また土砂や産廃の業者が徐

行の看板を立てているから大型車両は徐行をしているはずなどと言い張っても、住民は現実

にずっと交通事故の危険にさらされています。 

 この請願はそもそも、明星寺地区採石場の周辺地域では、生活道路や通学路である狭い市

道を大型ダンプトラックがひんぱんに通行するため、地域住民は長い間、振動と騒音、粉じ

んに苦しめられ、交通事故の危険と道路の損傷に悩み続けており、地元住民の苦悩を解決す

るために車道幅員が５メートル未満の箇所の通行禁止及び通学路の通行制限の措置をただち

に取ることを求めて、飯塚市自治会連合会会長、鎮西地区自治会長会会長並びに明星寺、明

星寺団地、潤野上区、小正浦ノ原、小正１区の各自治会長が連名で提出されたものです。市



１０ 

執行部は、８月２５日の経済建設委員会で請願が９月議会で採択された場合、９月末には警

察や公安委員会との打ち合わせ、その後、業者の同意、さらに飯塚警察署、本庁関係との打

ち合わせになると思うと答弁しています。ここで、業者の同意を取り付けるとしているのは、

これまでの例では、警察署は必要ではないというのに市として独自に地元業者の同意を求め

てきたからということのようです。今回の場合に、業者に同意を求めるという考えはどうで

しょうか。道路法は、道路の保全と交通の危険防止のために、道路管理者、つまり飯塚市長

が車両を制限することを認めています。責任と権限は齊藤市長にあります。現在、市が通行

禁止などの措置をとっていないために、この業者は車両制限令に違反して大型車両を通行さ

せている。この業者の同意がなければ、市長が道路管理者としての権限を行使できないとす

るならば、住民を守る法律よりも、違法な通行をさせている業者を優先するということにな

ります。 

 しかし、いずれにしても、市議会が請願を採択すれば市長がきちんと受け止めて車両制限

令にもとづく措置をとるという答弁があったわけですからきわめて重要です。住民の交通安

全と生活環境を守るために、飯塚市議会が役割を果たすことは当然だと考えます。 

 最後に経済建設委員会と同じように全員一致での採択を訴えて、私の討論を終わります。 

○議長（兼本鉄夫） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中「請願第１号 明星寺地区採石場周辺市道における大型車両（車

幅２.５ｍ以上）の通行禁止を求める請願」の委員長報告は、採択であります。委員長報告

のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

 賛成多数。よって、本件は、委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。 

 次に、「オートレースの運営について」、「産業振興について」及び「建設行政につい

て」、以上３件の委員長報告は、いずれも継続審査であります。委員長報告のとおり決する

ことに、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本件３件は、いずれも委員長報告のとおり継続審査とす

ることに決定いたしました。 

「議案第６４号 平成２３年度飯塚市一般会計補正予算（第４号）」から「議案第８１号 

専決処分の承認（平成２３年度飯塚市下水道事業会計補正予算（第２号））」までの１８件、 

及び「認定第１号 平成２２年度 飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」から「認定第

１８号 平成２２年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定」までの１８件、以上３６件を一

括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。副市長。 

○副市長（田中秀哲） 

ただいま上程になりました議案のうち、まず予算関連議案から提案理由の説明をいたしま

す。「議案第６４号 平成２３年度飯塚市一般会計補正予算（第４号）」につきましては、

別冊の『補正予算書』によりご説明いたします。 

３ページをお願いいたします。第１条で、既定の予算総額に５億９０９５万３千円を追加

いたしまして、歳入歳出予算の総額を５８８億９６１８万８千円とするもので、今回の補正

予算につきましては、補助事業に伴う事務事業費の変更および今後の所要額を見込んで補正

するものでございます。 

第２条（繰越明許費の補正）は、６ページをお願いいたします。「第２表 繰越明許費補
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正」に掲げておりますように、「筑豊ハイツテニスコート改修工事」および浸水対策事業に

係る「各所調査測量設計委託料」につきましては、年度内の完了が見込めないため、追加す

るものでございます。 

第３条（債務負担行為の補正）は、同じく６ページの「第３表 債務負担行為補正」に掲

げておりますように、「窓口業務委託料」につきまして、平成２４年度から５年間の委託業

務を実施するため、追加いたしております。 

第４条（地方債の補正）は、７ページをお願いいたします。「第４表 地方債補正」に掲

げておりますように、筑豊ハイツテニスコート改修工事に係る「観光施設整備事業費」を追

加し、今回補正しております起債対象事業の「農業施設整備事業費」および「浸水対策事業

費」について変更を行うものでございます。なお、事業内容等の説明につきましては省略さ

せていただきます。 

続きまして、「議案第６５号 平成２３年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第

１号）」につきましては、１９ページをお願いいたします。第１条で、既定の予算総額に

６万円を追加いたしておりますが、給食調理業務委託業者選定に係る経費を補正するもので

ございます。 

第２条（債務負担行為の補正）は、２１ページの「第２表 債務負担行為補正」に掲げて

おりますように、伊岐須小学校、庄内小学校および庄内中学校の給食調理等業務委託料につ

きまして、平成２４年度から３年間の委託業務を実施するため、追加するものであります。 

続きまして、予算関連議案以外の議案についてご説明いたします。議案書をお願いいたし

ます。 

１ページをお願いいたします。「議案第６７号 飯塚市子育て支援センター条例」につき

ましては、地域子育て支援拠点事業を東町商店街の空き店舗を活用した「街なか子育てひろ

ば」として新たに実施するにあたり、従来から事業実施しておりました子育て支援センター

４施設と併せて条例を制定するものでございます。 

４ページをお願いいたします。「議案第６８号 飯塚市風致地区内における建築等の規制

に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、放送法等の一部改正等に伴いまして、

関係規定の整備を行うものでございます。 

６ページをお願いいたします。議案第６９号から第７１号までの３件の契約の締結につき

ましては、(仮称)飯塚市立頴田小中学校の建設工事の契約を締結するため、議会の議決を求

めるものでございます。請負人、契約金額はそれぞれ、６ページの第６９号の１工区が「前

田・春田・エムハウジング 特定建設工事共同企業体」、１０億６９０５万１２００円、

１８ページの第７０号の２工区が「山下・本河 特定建設工事共同企業体」、２億

５５７２万１５０円、２６ページの第７１号の３工区が「九特・徳永 特定建設工事共同企

業体」、４億１５０８万９１５０円でございます。 

３５ページをお願いいたします。「議案第７２号 財産の譲渡」につきましては、天道自

治公民館の敷地を認可地縁団体であります「天道自治公民館」に無償で譲渡するものでござ

います。 

３８ページをお願いいたします。「議案第７３号 土地の処分」につきましては、平恒地

区工場適地の１万１８６１.４９平方メートルを研修施設等を含む緊急物資輸送センター用

地敷として「社団法人 福岡県トラック協会」 に売却するもので、処分価格は８０６５万

８１３２円でございます。 

４１ページをお願いいたします。「議案第７４号 土地の処分」につきましては、幸袋地

区の飯塚リサーチパークの６，０００.１５平方メートルを事業等用地敷として「株式会社 

九電工」に売却するもので、処分価格は１億４０５万７３１９円でございます。 

４４ページをお願いいたします。「議案第７５号 訴えの提起」につきましては、片島
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１丁目地内の市有地内に存在し、長期にわたり市が管理してまいりました所有権の保存登記

がなされていない個人名義の墓地敷につきまして、街路事業の代替地として取得する必要が

ございますが、表示登記に所有者として記載されている者の所在が判明しないため、この者

に対して福岡地方裁判所飯塚支部に時効取得による所有権確認請求訴訟を提起するものでご

ざいます。 

４７ページをお願いいたします。「議案第７６号 指定管理者の指定」につきましては、

「飯塚市文化会館」の指定管理者として、「財団法人 飯塚市教育文化振興事業団」を平成

２４年度から２８年度までの５年間、指定するものでございます。 

４９ページをお願いいたします。「議案第７７号 指定管理者の指定」につきましては、

「飯塚市市民交流プラザ」の指定管理者として、「特定非営利活動法人 市民活動ネット

ワークｅ－ＺＵＫＡ」を平成２４年度から２８年度までの５年間、指定するものでございま

す。 

５０ページをお願いいたします。「議案第７８号 指定管理者の指定」につきましては、

「飯塚市穂波福祉総合センター」の指定管理者として、「株式会社 トキワビル商会」を平

成２４年度から２８年度までの５年間、指定するものでございます。 

５２ページをお願いいたします。議案第７９号、及び５４ページの第８０号市道路線の廃

止、認定につきましては、開発行為に伴い２路線を廃止し、１路線を認定するものでござい

ます。 

５７ページをお願いいたします。「認定第１号 平成２２年度 飯塚市一般会計歳入歳出

決算の認定」から７０ページの「認定第１４号 平成２２年度 飯塚市学校給食事業特別会

計歳入歳出決算の認定」まで、及び７４ページの「認定第１８号 平成２２年度 飯塚市立

病院事業会計決算の認定」につきましては、一括して説明させていただきます。この１５件

の認定議案につきましては、地方自治法、地方公営企業法の規定に基づき、各会計の決算の

認定をお願いするものでございます。なお、内容の説明につきましては、省略させていただ

きます。 

以上、簡単ですが、提案理由の説明を終わります。 

○議長（兼本鉄夫） 

上下水道事業管理者。 

○上下水道事業管理者（梶原善充） 

 続きまして、企業会計関連の提案理由の説明をいたします。「議案第６６号 平成２３年

度飯塚市下水道事業会計補正予算(第３号)」についてご説明申しあげます。 

別冊になっております、下水道事業会計補正予算（第３号）と記載しております予算書の

１ページをお願い致します。予算第４条の資本的収入で、支出予算の財源として、企業債、

国庫補助金を４０００万円増額いたしまして、予算の総額を１４億９６３２万３０００円と

するものです。資本的支出につきましては、４０００万円増額をいたしまして、予算の総額

を２１億３５４５万４０００円とするものです。理由といたしましては、施設整備費として

「川島菰田汚水幹線管渠改良工事」請負費を計上するものです。内容の説明は、省略させて

いただきます。 

次に、議案書の５６ページをお願いします。議案第８１号の専決処分の承認につきまして

は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、報告を行い、

承認を求めるものでございます。 

「専決第２４号 平成２３年度飯塚市下水道事業会計補正予算（第２号）」につきまして

は、浸水対策事業における「浦田第一雨水幹線整備工事」に伴うもので、「浦田第一雨水幹

線整備工事負担金」につきましては、ＪＲとの協議により３カ年の基本協定を締結する必要

が生じたことから、債務負担行為を追加するとともに、設計の見直しにより減額補正するも
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のであります。また、「浦田第一幹線整備工事」につきましては、平成２３年度、２４年度

で工事を行う予定でありましたが、東日本大震災に伴う国庫補助金の調整があり、国、県と

の協議の結果、債務負担行為を廃止し、２３年度工事費を増額するものであります。 

別冊になっております、下水道事業会計補正予算（第２号）、平成２３年８月５日専決と

記載しております予算書の１ページをお願い致します。予算第４条の資本的収入で、企業債、

国庫補助金を１２０万７０００円減額いたしまして、予算の総額を１４億５６３２万

３０００円とするものです。資本的支出につきましては、１２１万４０００円減額いたしま

して、予算の総額を２０億９５４５万４０００円とするものです。内容の説明は、省略させ

ていただきます。 

議案書の７１ページをお願いします。「認定第１５号 平成２２年度 飯塚市水道事業会

計決算の認定」、７２ページの「認定第１６号 平成２２年度 飯塚市産炭地域小水系用水

道事業会計決算の認定」及び、７３ページの「認定第１７号 平成２２年度 飯塚市下水道

事業会計決算の認定」までの以上３件につきましては、いずれも地方公営企業法第３０条第

４項の規定に基づき、議会の認定をお願いするものであります。なお、決算書及び決算付属

書のほかに、お手元に決算資料を配布いたしております。内容の説明は、省略させていただ

きます。 

以上、簡単ですが、企業会計関連の提案理由の説明を終わります。 

○議長（兼本鉄夫） 

提案理由の説明が終わりましたが、上程議案３６件に対する質疑は、９月２２日の本会議

で行いたいと思いますので、ご了承願います。 

お諮りいたします。明９月９日から９月１５日までの７日間は、休会といたしたいと思い

ます。これに、ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、明９月９日から９月１５日までの７日間は、休会と決定

いたしました。以上をもちまして、本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、本日は、

これにて散会いたします。お疲れ様でした。 

 

午前１１時００分 散会 
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